
平成２９年度長崎県中学校総合体育大会 

駅伝競走大会 

宿 泊 要 項 
 

１．目的 

この要項は、平成２９年度長崎県中学校総合体育大会駅伝競走大会の宿泊業務を円滑にすることを目的と

する。 

 

２．総則 

（１）この要項の適用対象者は、平成２９年度長崎県中学校総合体育大会駅伝競走大会に参加する選手･

監督及び引率教師とする。 

（２）適用期間は、平成２９年１１月７日（火）～１１月９日（木）までとする。 

（３）宿泊割り当て業務は、名鉄観光サービス株式会社で担当することとする。 

 

３．宿泊割当の基本方針 

（１）風紀上、衛生上、火災防止上支障を認める施設、ならびに冷房施設のない施設には宿泊の割当を 

行わない。 

（２）選手・監督及び引率教師の宿泊は、地区又は学校単位で割当てることを原則とする。また、連泊 

の場合も同一宿舎とする。 

（３）１名あたりの宿泊に要する広さは、１．３畳以上とする。 

 

４．宿泊・弁当料金等 

（１）１泊２食  ６，５００円（税・奉仕料一切を含む） 

（２）昼食を必要とするときは、１人  ５５０円で名鉄観光サービス株式会社へ申し込むか各自で準備す

ること。なお、昼食は大会当日（１０：３０～１２：３０）に競技会場に届けることとする。 

（３）食事の欠食については、受けることはできない。 

（４）保護者：１泊２食 ７，０００円  小学生：１泊２食 ６，０００円（税・奉仕料一切を含む） 

※小学生以下の子供の料金は、名鉄観光サービス株式会社に問い合わせすること。 

 

５．宿泊・弁当申込 

（１）宿泊・弁当申込は、所定の申込書に必要事項を記入し、各学校単位で学校長責任のもと 

名鉄観光サービス株式会社宛に申し込むこと。（予納金不要） 

（２）宿泊・弁当申込期限及び申込先 

※平成２９年１０月１３日（金）迄に下記に必着のこと。 

 

〒８５０－００３３  長崎市万才町４－１５ 日本生命ビル新館４階 

    名鉄観光サービス株式会社長崎支店    中体連係  宛 

    ＴＥＬ：０９５－８２４－１２００ 

    ＦＡＸ：０９５－８２４－１９７６ 

Ｅ－mail nagasaki-chutairen@mwt.co.jp    担当者  近藤 

（※注：ＦＡＸ・Ｅ－mailにて申し込む場合は、送信後必ず確認の電話をすること） 



 

（３）宿泊・弁当申込後の取消･変更について 

① 宿泊人数の取り消しや増減については、早急に名鉄観光サービス株式会社へ連絡すること。 

② 配宿決定後の人数変更については、当該宿舎へ連絡すること。 

③ 宿泊の申込みをした以上、第一日目の宿泊は試合の勝敗に関わらず宿泊することを原則とする。 

④ 第二日目以降の宿泊の有無は、判明しだい当該宿舎へ直接連絡すること。但し限度は、１６時

までとする。なお１６時以降の取消しによる取消料は、１名当たり２，０００円とする。 

⑤ 当日取り消しの可能性がある場合は、チェックアウト時にその旨を宿舎に伝えること。さらに、

荷物は部屋から出しておくこと。 

※弁当の確認・取消し及び変更については、前日の１８時までに名鉄観光サービス株式会社に申し

出ること。なお、それ以降の取消し及び変更は受けることは出来ない。 

 

（４）配宿決定の連絡について 

※配宿決定の連絡は、１０月２５日（水）までに各学校宛にＦＡＸ又は電話にて連絡する。 

 

（５）宿泊・弁当代金の支払いについて 

※宿泊代金は、宿泊当日に該当宿舎フロントにて支払うこと。 

※弁当代金は、会場にて弁当と引換に支払うこと。 

（お支払いを後日に希望の場合は当社担当者へ事前にご相談ください。） 

 


